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我 孫 子 市

我孫子市教育委員会

我 孫 子 警 察 署

「我孫子市子ども見守り隊」の発足及び活動要領等について

１ 趣旨

平成２９年３月２４日、松戸市において登校中の小学３年生の女児が連れ去ら

れて殺害され、同月２６日に我孫子市北新田地先で遺体で発見される痛ましい殺

人・死体遺棄事件が発生した。この事件は、学校、保護者、地域住民が登校中の

小学生の見守り活動を実施している中、活動の間隙をついて発生したものであり、

子どもを犯罪から守る難しさと、見守り活動を更に強化していかなければならな

いことを痛感させられたところである。

一方で、昨年、県内外において登校途中の小学生の列に車が突っ込み、死亡・

重軽傷を負う交通事故が数件発生しており、通学路の交通安全の確保に向けた取

組を更に推進していかなければならない。

こうした状況から、我孫子市、我孫子市教育委員会及び我孫子警察署（以下「関

係機関」という。）は、地域住民及び防犯・交通関係団体等と連携し、「我孫子

市子ども見守り隊」（以下「見守り隊」という。）を発足し、子どもを犯罪や交

通事故から地域ぐるみで守る活動を実施するものである。

２ 見守り隊の発足日

平成２９年１０月２日

３ 見守り隊隊員の資格、任期

（１）見守り隊隊員の資格

見守り隊隊員は、我孫子市に居住又は勤務する者で、見守り活動の趣旨に賛

同して関係機関に協力する旨を申し入れた者のうち、関係機関がこれを承認し、

見守り隊隊員として名簿登録した者（以下「見守り隊隊員」という。）とする。

（２）任期

２年とする。ただし、継続する場合には登録した関係機関が定める更新手続

により更新するものとする。

４ 見守り隊の活動要領

（１）見守り活動内容

見守り隊隊員は、他の隊員と連携して、以下の活動を実施する。

なお、活動に従事する時間は見守り隊隊員の判断に委ねる。

ア 各小学校の登下校時間帯における見守り隊隊員の自宅、事業所付近におけ



る子どもの見守り活動

イ 外出時、事業活動時における子どもたちの見守り活動

（２）隊員証の着装又は携行

見守り隊隊員は、見守り活動に従事する際には、関係機関から交付される隊

員証を着装しなければならない。ただし、前記イの活動における着装又は携行

は見守り隊隊員の判断に委ねる。

（３）不審者情報の通報

見守り隊隊員は、見守り活動中に不審者等を発見した場合には、その日時、

場所、不審者の特徴、車両ナンバー等を１１０番通報又は我孫子警察署に通報

するものとする。

５ 見守り隊隊員が行う事務手続き

（１）新規申込み

新たに見守り隊隊員になろうとする者は、関係機関に氏名、住所、連絡先等

の必要事項を申告して名簿登録するとともに、隊員証を受領する。

（２）更新手続

更新する見守り隊隊員は、登録した関係機関から隊員証に更新の印を受ける

ものとする。

なお、更新手続をしない見守り隊隊員は、退任したものとみなす。

（３）退任

退任する場合は、申し込んだ関係機関に退任する旨を申告するとともに、隊

員証を返納しなければならない。

（４）隊員証紛失時の届出

隊員証を紛失した場合には、速やかに隊員証を発行した関係機関に届け出る

とともに、再発行の手続きをしなければならない。

６ 見守り隊の事務局

（１）事務局の設置

我孫子市市民生活部市民安全課、我孫子市教育委員会教育総務部指導課、我

孫子市各小学校及び我孫子警察署生活安全課にそれぞれ事務局を置く。

（２）事務局の任務

ア 見守り隊隊員の募集に関すること。

イ 見守り隊隊員証の発行（再発行を含む。）、管理、紛失時の関係機関への

手配に関すること。

ウ 見守り隊隊員の名簿の作成、管理に関すること。

エ 見守り隊隊員の更新、退任の事務手続きに関すること。

オ 見守り活動に必要な不審者に関する情報等各種情報発信に関すること。

カ 見守り隊の運営上の協議に関すること。

キ その他見守り隊の活動に必要な事務に関すること。



（３）事務局の会議

いずれかの事務局から、見守り隊運営上の協議事項の発議があった場合には

事務局会議を開催する。

（４）事務取扱い上の取決め事項

ア 関係機関が募集する見守り隊隊員は、次表のとおりとし、募集した関係機

関が見守り隊隊員名簿に登録して管理する。

機関名

我 孫 子 市
我孫子市防犯指導員連絡協議会の関係者で、見守り活

動へ協力する者

教育委員会 各小学校の保護者及び学校のボランティア団体の関係

各 小 学 校 者等で、見守り活動へ協力する者

我孫子警察署
上記以外の防犯・交通団体の関係者、その他の個人・

事業所で、見守り活動へ協力する者

イ 関係機関が管理する見守り隊隊員の個人情報の取扱いは、関係法令による。

ウ 見守り隊隊員の募集活動に当たっては、相互に連携するものとする。


